
 

 

 

令和 4 年第 1 回市議会（定例会） 

付議案件綴及び同説明資料綴  

 

 

（その 2） 
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議案第 27 号 

 

包括外部監査契約の締結について 

 

次のとおり包括外部監査契約を締結する。 

 

1  契 約 の 目 的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 

2  契 約 の 期 間  令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで 

 

3  契 約 の 金 額  13,000,000円を上限とする額 

 

4  費用の支払方法  監査の結果に関する報告提出後に一括払 

 

5  契約の相手方  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

            ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

            弁護士 田上 智子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［根 拠］ 

  地方自治法第 252条の 36第 1項の規定に基づき議会の議決を得る必要があるため。 
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１ 市長の専決事項の指定第１項による専決処分 
 

 (環境事業部クリーンセンター) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

6 4.1.14 53,400 
堺市北区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

令和 3年 4月 8日（木）

午後 0時 40分ごろ、堺市

北区北花田町 2 丁 211-1

において、環境事業所の職

員が車両を発進させた際、

相手方マンションのエン

トランス花壇に接触し、損

傷させたもの。 

 

(健康部) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

3 4.1.12 4,534 
堺市堺区＊＊＊

＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

令和3年11月16日（火）

午後 3時 45分ごろ、堺市

堺区一条通交差点におい

て、こころの健康センター

の職員が、前方の左折車両

を避けようと右に寄った

際、右隣車線を走行中の相

手方車両に接触し、損傷さ

せたもの。 

 

 (土木部) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

8 4.1.21 31,092 
堺市中区＊＊＊

＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

令和3年11月24日(水)

午後 8時 40分ごろ、堺市

堺区甲斐町東 1 丁 1-8 地

先において、相手方車両

が市道大道筋を走行中、

路面のくぼみで、右後輪

タイヤなどを損傷したも

の。 
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(中区役所) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

1 4.1.6 34,100 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

令和3年10月28日（木）

午後 3時ごろ、堺市中区平

井 657番地 1において、中

区生活援護課の職員が駐

輪していた自転車が倒れ、

駐車していた相手方車両

に接触し、損傷させたも

の。 

 

(西区役所) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

4 4.1.14 43,002 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

令和3年10月28日（木）

午後 1時ごろ、堺市西区鳳

東町 6 丁 600 番地におい

て、西区企画総務課の職員

が区役所駐車場から公道

に出るため歩道に進入し

た際、西方向から来ていた

相手方自転車と接触し、相

手方を負傷させるととも

に、相手方自転車を損傷さ

せたもの。 
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２ 市長の専決事項の指定第３項  
 

（用地部） 

専決 

番号 

専 決 

年月日 
案件 

債権等及び 

目的の価額 

相 手 方 

住所又は所在地 氏名又は名称 

2 4.1.7 
訴えの提起に

ついて 

支障物件の撤去・廃

棄代行に係る費用 

66,000円 

堺市中区＊＊＊

＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 
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による専決処分 

 

 

請求等の内容 事件名及び事件の概要 

1 被告は、原告に対し、66,000円及びこれ

に対する令和3年4月1日から完済まで、

年 3％の割合による遅延損害金の支払を

求める。 

 

2 訴訟費用は、被告の負担とする。 

支障物件の撤去・廃棄代行に係る費用請求事件 

本市が実施している都市計画公園事業である

原池公園事業において、平成 29年 4月 25日に収

用裁決を得て、本市は、相手方の土地の所有権を

得た。相手方が当該土地に存する支障物件（立

木・樹種：ヒサカキ）の移転を拒否したため、収

用に基づく代執行により当該支障物件を移転し

ようとしたところ、代執行前に相手方が代執行庁

である大阪府に対し、令和 3 年 1 月 20 日付けの

文書で、①物件の所有権の放棄、②物件の撤去・

廃棄の本市への依頼、③供託金の受領による撤去

費用の負担を内容とする申出を行った。 

任意での移転を最善とする令和 3 年 2 月 15 日

付けの大阪府の文書ともに上記文書の写しが大

阪府から送付されてきたことから、本市は、申出

を受けることとし、物件の撤去・廃棄を代行する

旨の文書を相手方に同月 19 日付けで送付したと

ころ、相手方からの異議がなかったことから、本

市は、同年 3月 1日に支障物件の撤去・廃棄を代

行した。 

令和 3年 3月 19日に本市が同月 31日の納期限

で代行に係る経費（66,000円）を請求したところ、

相手方は、支払を拒否した。 

その後、本市は、令和 3年 5月 6日付けで地方

自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 171条

及び堺市債権の管理に関する条例（平成 29 年条

例第 43 号）第 7 条の規定に基づき督促を行った

が、相手方の納付がないため、令和 3 年 12 月 6

日付けで、民事訴訟法（平成 8年法律第 109号）

第 383条第 1項の規定により堺簡易裁判所書記官

宛てに支払督促の申立て（堺簡易裁判所令和 3年

（ロ）第 1138号）を行った。 

なお、本件は、当該支払督促に対し、相手方が

督促異議の申立てを行ったため、訴訟に移行した

ものである。 
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３ 市長の専決事項の指定第３項  
 

（住宅部） 

専決 

番号 

専 決 

年月日 
案件 

債権等及び 

目的の価額 

相 手 方 

住所又は所在地 氏名又は名称 

5 4.1.14 
訴えの提起に

ついて 

堺市北区＊＊＊＊＊

＊＊＊堺市営＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊の

住宅の明渡し及び住

宅使用料相当損害金 

堺市北区＊＊＊

＊＊＊＊＊ 

堺市営＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 

亡＊＊＊＊＊＊ 

相 続 財 産 
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及び第４項による専決処分 

 

 

請求等の内容 事件名及び事件の概要 

(1) 堺市北区＊＊＊＊＊＊＊堺市営＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊の住宅の明渡しを求

める。 

(2) 令和 3 年 10 月 1 日から明渡し済みに

至るまでの住宅使用料相当額の損害金

の支払を求める。 

(3) 訴訟費用は被告の負担とすることを

求める。 

建物明渡等請求事件 

堺市北区＊＊＊＊＊＊＊堺市営＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊の入居名義人である＊＊＊は、令和 3

年 9月 8日夜頃に死亡し、入居承認は当然に終了

したにもかかわらず、明渡しがなされないまま現

在に至っている。 

このため、同住宅の明渡しを請求するととも

に、住宅使用料相当額の損害金の支払を求める訴

えの提起を行うもの。 
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４ 市長の専決事項の指定第５項 
 

（住宅部） 

専決 

番号 

専 決 

年月日 
契約の目的 

契約の相手方 
契約金額 

住 所 氏 名 

9 4.1.24 

万崎建替公営

住宅第一期建

設工事（第 1

工区） 

堺市堺区永

代町 5丁 1番

10号 

木綿麻・麦島・源 

建設工事共同企業体 

  

代 表 構 成 員  

株 式 会 社 

木 綿 麻 建 設 

代 表 取 締 役 

中 東  栄 

 

他 の 構 成 員 

株 式 会 社 

麦 島 建 設 

大 阪 営 業 所 

所 長 

河 上 憲 司 

 

他 の 構 成 員 

株 式 会 社 

源 建 設 工 業 

代 表 取 締 役 

中 東 博 子 

変更前 

2,172,060,000円 

(消費税額等 

197,460,000円) 

変更後 

2,166,315,855円 

(消費税額等 

196,937,805円) 

7 4.1.20 

万崎建替公営

住宅第一期建

設工事（第 2

工区） 

堺市西区宮

下町 12 番 1

号 

堺 土 建 

株 式 会 社 

代 表 取 締 役 

下 川 好 隆 

変更前 

 680,900,000円 

(消費税額等 

61,900,000円) 

変更後 

 686,050,200円 

(消費税額等 

62,368,200円) 
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による専決処分 
 

 

変更額（増） 変更する内容 変更理由 

△5,744,145円 

(消費税額等 

△522,195円) 

仮設排水計画の変更に伴

う減額 

工事請負契約書第 24 条

第 3 項の規定に基づくイン

フレスライド条項の適用に

よる増額 

工事着手後、受注者が現場において詳

細な調査・検討を行ったところ、設計図

書に記載の仮設排水経路と存置が必要

な既設の埋設管等が干渉することが判

明したことから、仮設排水計画を変更す

る必要が生じたため、減額となる。 

また、国からの要請に伴い、賃金等の

高騰に対処するために、工事請負契約書

第 24 条第 3 項に規定するインフレスラ

イド条項を適用した契約に変更するた

め、増額となる。 

以上のことから、相殺の結果、減額変

更を行うものである。 

5,150,200円 

(消費税額等 

468,200円) 

令和 3 年 3 月から適用す

る公共工事設計労務単価の

運用に係る特例措置による

増額 

国からの要請に伴い、賃金等の高騰に

対処するために、「令和 3年 3月から適

用する公共工事設計労務単価」の運用に

係る特例措置に基づき、増額変更を行う

ものである。 
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